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遠 別 町 議 会 
  



決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

開 会  令和６年９月１０日 午前１０時００分 

閉 会  令和６年９月１０日 午後 ２時２７分 

 

◎審査付託事件 

（１） 認定第１号 令和５年度遠別町一般会計歳入歳出決算認定について 

（２） 認定第２号 令和５年度遠別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

（３） 認定第３号 令和５年度遠別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

（４） 認定第４号 令和５年度遠別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（５） 認定第５号 令和５年度遠別町下水道特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

（６） 認定第６号 令和５年度遠別町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（７） 認定第７号 令和５年度遠別町立国保病院事業会計決算認定について 

 

◎出席委員（７名） 

  委 員 長  大 石 幸 夫     副委員長  山 本 仁 美 

  委  員  白 井 金 治     委  員  橋 本 初 昭 

委  員  白 幡 広 喜     委  員  山 下   悟 

委  員  國 部 雅 人 

   

 

◎職務のため出席した議員（地方自治法第 105条の規定による出席） 

  議  長  小 森 嘉 孝 

 

◎本委員会に説明のため出席した者 

町  長  笹 川 洸 志      

教 育 長  佐 藤 裕 昭     代表監査委員  田 中 雄 志 

監査委員  橋 本 初 昭     農業委員会会長  妻 沼   浩 

 

◎町長等の委任を受けて説明のため出席した者 

  副 町 長  富士原 栄 治     出納室長  佐 藤 克 久 

  総務課長  坂 川 敏 文     診療所事務長 齊 藤 晶 夫 

住民課長  西 尾 英 樹     教育次長   緒 方   章 

福祉課長  小 林 大 輔     農業委員会事務局長 小 森 正 広 

経済課長  小 森 正 広 

   建設課長  髙 田 博 之 

    

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員 

  事務局長  柳 井 宏 紀     係 長  守 屋 佳 貴 

 



 

会議の経過                       令和６年９月１０日 
委員長 おはようございます。令和５年度遠別町各会計決算審査特別委員会の開会にあ

たり一言ご挨拶申し上げます。本特別委員会は令和６年第６回遠別町議会定例会

において付託を受けました。令和５年度遠別町一般会計ほか６会計の決算認定に

ついて本日から審査を行います。なお、議長並びに議会選出監査委員を除く議員

全員の構成で設置され、不肖、私が委員長に指名されましたので、委員長の職務

を努めたいと思います。どうか委員各位におかれましては、決算認定の意義につ

いて深い思いを持って、真剣な審査に臨んでいただきますよう切に念願するもの

であります。また、町長以下、執行機関、当局並びに職員の皆様方には審査期間

全般を通じて、実のある審査ができますよう、スムーズな委員会運営にご協力を

お願い申し上げ、開会にあたっての挨拶に代えさせていただきます。 

委員長 議場内が暑く感じる方は、上着を脱いでもらってよろしいです。発言の際には

マスクを外し、起立して発言願います。また、会議中私語は慎むようお願いいた

します。只今から令和５年度遠別町各会計決算審査特別委員会を開催いたしま

す。 

委員長 本日の出席委員は７名全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の特別委員会を開きます。なお、小森議長においては、地方自治法第１０

５条の規定による権限での出席となりますことを報告いたします。 

委員長 本委員会に付託されました、認定第１号、令和５年度遠別町一般会計歳入歳出

決算認定について、認定第２号、令和５年度遠別町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について、認定第３号、令和５年度遠別町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について、認定第４号、令和５年度遠別町簡易水道特別会計歳入

歳出決算認定について、認定第５号、令和５年度遠別町下水道特別会計歳入歳出

決算認定について、認定第６号、令和５年度遠別町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について、認定第７号、令和５年度遠別町立国保病院事業会計決算認定に

ついてを議題といたします。 

委員長 それでは会議を進めてまいります。令和５年度遠別町各会計歳入歳出決算書並

びに令和５年度遠別町立国保病院事業会計決算書については、先に配付しており

ますので、委員の皆さんは内容をよく精査され、質問の要点を取りまとめられて

おられることと思いますが、委員会の審査の方法についてお諮りいたします。ま

ず最初に、令和５年度遠別町各会計歳入歳出決算審査にかかる監査委員の意見書

について質問を受けた後、会計ごとに決算書について質疑、その会計にかかる「財

産に関する調書」の質疑を行った後、総括的質疑を受けます。それを各会計で順

次行い、その後、令和５年度遠別町立国保病院事業会計決算審査にかかる監査委

員の意見書について、質問を受け、病院事業会計の決算書について質疑を受け、

「財産に関する調書」の質疑の後に、病院事業会計の総括質疑を行うことでよろ

しいでしょうか。 

 （「異議なし」との声あり） 

委員長 異議なしと認めます。そのように進めてまいります。 

委員長 令和５年度遠別町各会計歳入歳出決算審査に係る監査委員の意見書について

質疑を受けます。ありませんか。無いようですので、以上で監査委員の審査意見

についての質疑は終わります。 

委員長 次に会計ごとの決算書について質疑を受けます。それでは、認定第１号、令和

５年度遠別町一般会計歳入歳出決算事項別明細書から款別または款を合わせて

歳出から行います。なお、質問の際には事項別明細書または、事業効果表の何頁

に記載されているか述べてから質問してくださいますようお願いします。また、

説明委員の交代もスムーズにお願いいたします。１款議会費。３１頁の１頁です。

質疑はございませんか。ありませんか。なければ１款議会費を終わります。２款

総務費。３２頁から４８頁までの１７頁です。質疑はありませんか。８番國部委

員 



國部委員 はい、決算書の３４頁ですね。決算書３４頁、委託料の部分なんですけれども。

ホームページのリニューアル業務に５００万というふうに認識しておりますが、

まずこのホームページのリニューアルに関して、主に考えたのが町内に情報を伝

えるのが、を目的とするのか、町外に情報を発信するのを目的と、主眼と置いて

いるのか、どのような考えでリニューアルしたのかをお伺いします。 

委員長 西尾住民課長。 

住民課長 ホームページのリニューアル業務の委託につきましては、一応ホームページが

古くなってきたというのもございまして、町内町外関わらずですね、見やすいホ

ームページとなるようにリニューアルしようという考えでございます。 

委員長  よろしいですか。國部委員。 

國部委員 実際見て、そういった特にどっちっていう風には捉えられなかったんで、そう

いうことだろうと思ってたんですけれども、去年同じようにホームページの質問

からさせていただきました。で、なぜかっていうと更新が滞っているということ

で指摘させていただいて、で、住民課長からは適切に今後の更新をしていけるよ

うに改善していきたいという答弁をいただいております。加えて、副町長からは

職員の意識を変えていかなければいけないと、更新をスムーズにしていく体制を

整えていきたいという答弁をいただいております。具体的にどのような対策をと

ったか教えていただきたいと思います。 

委員長 西尾住民課長。 

住民課長 まず、リニューアルに合わせまして、今年の１月に各課の方にそれぞれの担当

している情報の精査を依頼いたしました。で、それに基づいて新しいホームペー

ジの方に掲載するという方法をとってるのが１つと、あとは毎月開催しておりま

す情報化推進委員会の方で、現状に留まることなくですね、より良い更新がされ

るようにですね。毎月審議をしているところでございます。 

委員長  よろしいですか。手を挙げて発言してください。國部委員。 

國部委員 先ほどの質問で、副町長にも宛てたつもりだったんですけど。副町長の去年の

答弁に関して、どのような体制を、という部分での質問も含まれていたと認識し

ています。 

委員長  富士原副町長。 

副町長  申し訳ありません。あのいま住民課長が答えたようにですね、情報化委員会の

ほうで、各課のほうでとりあえず、今までの直さなければいけないものとか、一

応各課から吸い上げして、見やすいように、皆さんが使いやすいようなリニュー

アルをどのようにしたらいいのかと。あとはいろいろ年限が古いものについては

どういうふうに対策すれば、そういうふうにしていいのかですね、その情報化委

員会なりそれぞれの課で吸い上げして、一応そういうふうなリニューアルに向け

て進んだところであります。 

委員長  國部委員。 

國部委員  情報化委員会ですとかそういった話は前回も聞いてございます。で、今見てみ

ますと、例えばイベントの部分でですね、今上がってるのが食べマルシェ出店し

ます。子供盆踊りが開催されました。ふれあいマラソンが受付終了です。が、2024 

年の情報で、他は 23 年以前の情報になってます。この間本当にイベントしてな

いんですか。冬祭りであったり、商工夏祭りであったり、遠別川祭りですか、い

ろいろイベントはあると思うんですが、それが掲載されていないと。これで去年

の答弁の反省というかですね、今後、この体制づくりがうまくいっているという

評価でしょうか。ちょっとですね、そのやってますっていう話は分かりました。

で結果、結果どう見てるのか、で、ここに問題を感じていないのかというところ

は非常に常々疑問に思っております。 

委員長  富士原副町長。 

副町長  國部委員がおっしゃるようにですね。行事の関係とかですね。そういうのにつ

いては、更新日時についても、とりあえず古い年限のままになってるとかですね。

そういうのがありましたので、その都度ですね、現課の方なりには話して更新す



るようにって、毎月課長会議がある中でもですね、そういうふうに住民周知を早

くするようにですねその辺は申し伝えているところであります。ただ、その辺が

即応していないところがちょっと残念ではありますが、その辺はまだこれからも

改善していかないといけないんだと思います。 

委員長  よろしいですか。 

  （國部委員から「もう３回ですよね」との声あり） 

委員長  発言を許します。はいどうぞ。 

國部委員  今、現状そうであのやってるのもわかるんですけど、これずっと去年もずっと

言ってますっていう話をしたんですけど。解決に向けての対策取るつもりはござ

いませんか。毎年こうなんですよ。町長の任期があとわずかということで、なか

なか今後の話もしづらいとは思うんですけれども。どうですかね住民課長、あの

これ解決できないんですかね。 

委員長 西尾住民課長。 

住民課長 先ほどおっしゃられたようにですね。ホームページの方はですね。リニューア

ルしましたので、行事がある時にですね。イベントがある時にですね。掲載はし

てるんですけども終了したタイミングで、もう落としたり、ほかのものとかです

ね八神純子のライブですとか、まあほかのものですね、というタイミングもあり

ましたので、例えばそのイベントを実施した結果をですね。何ヶ月間か載せた方

がいいとかっていうことではないですか。そういう話じゃなくてですか。載って

ないものもあるという。そういうことですね。 

委員長  暫時休憩します。 

 休憩（１０：１６） 

再開（１０：２３） 

委員長 会議を再開し、会議を進めます。富士原副町長。 

副町長 先ほど國部委員からのご質問の中で、とりあえず体制づくりというところが一

番大きな問題だと思いますが、情報化委員会のメンバーも含めてですね。それを

それぞれの課の方に持ってって、それぞれの課の方で、とりあえず係長、主幹、

課長も含めた中で、どういうふうな発信方法がいいのか、もう一度しっかりと体

制を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかに質疑はございませんか。５番山本委員。 

山本委員 事業効果表の１５頁の総務管理費ですか、民間賃貸住宅建設助成支援事業につ

いてですね、町の住宅不足ということで、解消するために民間住宅の活用を図り、

その結果、民間住宅の入居世帯の状況と合わせて、公営住宅の空き状況を教えて

いただきたいのと、その中で公営住宅から民間住宅に転居された世帯数も教えて

いただきたいと思います。 

委員長  建設課長髙田君。 

建設課長  公営住宅の空き状況なんですけども。９月１日現在、使用できる住宅での空き

室ということで２４室になっております。で、ただですね、この転居された方の

中から民間賃貸住宅とかに転居されたっていう方については、基本的に公営住宅

については退去届っていうことで届け出していただくだけですので、どこに転居

したというのまでは把握しておりません。ですので、この今回の民間、賃貸住宅

建設助成事業で建てた住宅に引っ越したという方がいるとは思うんですけども、

何件の方っていうことまでは把握しておりません。ご理解願います。 

委員長 山本委員。 

山本委員 結構町民の方から公営住宅空いてきてるよねと。で、これ選考委員の中で何を

やっているんだっていう感じで結構あのこういう話が出ることがあったんです

今までね。で、規約もいろいろあるだろうけども、いろんな面でテレビ電話では

流しますよね。不定期に。でもこの状態が埋まったのか埋まらないかもわからな

い。その状態もちょっと知りたいかなっていう感じで、あのちょっともう一回質

問します。 

委員長 すいませんでした。山本委員、今、１款総務費に今の質問の民間住宅の、入っ



ていませんので。公営住宅の款が違いますので、次の款の時に質問お願いします。

遅れました。すいません。他にございませんか。７番山下委員。 

山下委員 款間違ってたら、頁数間違ってたら教えていただきたいんですけど、３２頁予

算書ですね。ごめんなさい決算書。で、効果表で１１頁の市町村連携加速化事業

なんですけども、こちら研修されてますけども、受講者に関しては、例えば対話

コミュニケーション研修で２９名となってますけども、この２９名は本町の職員

が参加したのか、それとも全体、５町村の全体の人数なのかちょっと確認させて

ください。 

委員長 坂川総務課長 

総務課長 はい、こちらの事業効果表で受講者数の人数乗せてますが、これは全体の、５

町村全体の人数となってまして、上の対話コミュニケーション研修については、

遠別町の職員が研修受けたのは６人。次のＳＤＧｓ研修については５名、ワーケ

ーション研修については６名。ゼロカーボン研修については６名ということで、

この内数として町の職員がそれだけの人数参加しております。以上です。 

委員長  山下委員。 

山下委員 コミュニケーション研修に関してなんですけど、結構あの窓口対応に関して町

民の方からもうちょっとあの親身になって相談受けてほしいというですね声が

聞こえることもあるんですけども、こういった研修で効果と言いますか、今すぐ

というのは難しいとは思うんですけども。現状、課長としては、町長でもいいん

ですけども、効果に関してですねどのように感じてるか教えてください。 

委員長 坂川総務課長 

総務課長 研修を受けたからといってすぐには効果が出るものではないというものだと

は思いますが、研修を受けることによってある程度の認識としてどういった対応

をしなければならないのか。また、町民に対してどう接しなきゃならないのかっ

ていうことは理解できることだと思いますので、その経験を生かしてですね、ま

ず職員としてもうちょっとその対応能力というか、コミュニケーション能力、そ

の他の研修についてもそうですけども、そういったところで、今後の仕事に役立

てていただきたいというところがありまして、こういった研修を受けたいという

方、誰に行けというわけじゃなくて、こういった研修があるんで参加してみませ

んかということで募集しておりますので、今後のためにそういった研修は引き続

き続けていきたいと思っております。 

委員長 山下委員よろしいですか。 

 （「はい」との声あり） 

委員長 ほかにございませんか。８番國部委員。 

國部委員 ３６頁の委託費、効果表の１２頁、地域活性化推進事業の中でＳＮＳについて

先ほどとちょっと似たような話になってしまうんですけどＳＮＳについてお聞

きしたいと思います。インスタグラム投稿回数６８回、ＬＩＮＥ＠１０回、あと

その上ですかブログ更新５０回というのが出ておりますが、他に公式、なんでし

ょうそのＸとフェイスブックも公式ページとして持ってると思うんですが、ここ

の管理はどんな感じになってるのかっていうのと、ブログやインスタグラム、前

はホームページからリンクがあったと思うんですけど、今ちょっとホームページ

からリンクがたどれないのかちょっと見つけられなくなってる、で、最近見られ

てないんですけれども、これ公式ブログもしくは公式インスタグラムとしての捉

えでよろしいんでしょうか。 

委員長 坂川総務課長 

総務課長 まずＳＮＳの関係でですね。先ほど、Ｘとかフェイスブックっていうものに関

してはえんおこではなくてですね。町で管理している方のサイト、ももちんとい

うサイトのほうで管理しているものなので、ＮＰＯの方で実際に動かしてるもの

ではないということのようなので、この実績の中には載ってないということにな

ります。それから、ホームページのリンクに関してですね。昨年同じような質問

をいただきまして、ホームページが新しくなるので、その辺も考えていきたいと



いうような話をさせてもらいました。あの動画配信とかですね。実際あの新しく

ホームページ変わりまして、すぐにはちょっとそこの対応はできていなかったの

ですが、現在ＮＰＯのページとかですね。そこにリンクできるようなことを、今

住民課と協力して作業中ですので、ご理解いただきたいと思います。 

委員長 よろしいですか。國部委員。 

國部委員 フェイスブックとＸの更新はどうなってるのか、その、ここにはないって言っ

たのは分かったんですけど、更新がどうなってるのかを先ほど尋ねた部分があり

ます。あと、ブログとインスタグラムは公式という捉えかというのも先ほど聞い

た中にあったと思いますので、そこの答弁を再度お願いいたします。 

委員長 坂川総務課長 

総務課長 申し訳ございません。ちょっと認識が不足しておりました。まず先ほど言った

Ｘとかフェイスブックのももちんっていうところは、その職員がイベント情報等

を流すということで、ここ１年間ぐらいほぼほぼ更新されてない状況でした。そ

れで、情報化委員会の中でも、ホームページもそうですが、そういった SNS の

サイトもありますので、そこもちゃんと更新していかなければならないんじゃな

いかという協議はされたようです。今後そういったことで遠別町の公式なページ

として、きちんと管理しなければならないなという状況でございます。それとブ

ログとインスタグラムというのは、公式なページというのはＮＰＯのページとい

う意味でしょうか、それとも遠別町の。遠別町のというと、申し訳ございません。

ブログについては、あくまでも移住対策の活性化事業の中でのブログですので、

町の公式ということにはならないのかと思います。インスタについても同様の考

えになるかと思います。 

委員長 ８番國部委員。 

國部委員 まず、今の中で、フェイスブックとＸに関して、町の職員がってありましたけ

れども、担当がどこなのかちょっと分からないので、ちょっと教えていただきた

いのと、あとは公式ではない、先ほどのインスタとブログと公式ではないという

話が、これ要は誰の持ち物、建物ですとか道路ですとかそういう形ある物は所有

権が、皆さん意識していると思うんですけれども、そういう無形の財産に関して、

誰の物かというのがちょっと認識をはっきりしないといけないと考えておりま

して、ツイッターからＸになって、イーロンマスクが買収して以降、収益化プロ

グラムが始まっておりますし、インスタグラムでも収益化プログラムが今、テス

ト段階になっています。例えばこれ町の物だとしたら、もし収益化が成功したら

町に入るわけですし、ほかの例えばＮＰＯのものでしたらＮＰＯに入るという時

点で、きちんと所有権というか誰のというのをはっきりさせておく必要がもちろ

んあるとは思うんです。そういった部分での質問でございました。 

委員長  暫時休憩します。 

 休憩（１０：３９） 

再開（１０：５８） 

委員長 休憩を解き会議を再開します。坂川総務課長。 

総務課長 大変申し訳ございません。國部委員からの御指摘というか意見のとおり、公式

としてインスタグラム、それからブログというものは委託業務として発注してい

るので、きちんと管理しなければならないということは、改めて認識させていた

だきました。今後の更新等の方法につきましては、ＮＰＯも含めて、こちらのほ

うも考え方を変えながら、きちんと管理していきたいと思いますので、御理解の

ほうをお願いしたいと思います。 

委員長 ほかにございませんか。ありませんか。８番國部委員。 

國部委員 ３６頁、効果表の１１頁、行政サービスポイントに関して、去年から４割ほど

落ちておりますが、これは事業が減ったのか、それとも参加人数が減ったのか、

どのような理由でしょうか。 

委員長 坂川総務課長。 

総務課長 行政サービスポイントにつきましては、昨年から約５０万近く落ちているかと



思います。昨年まではマイナンバーカードの発行に対して大きくポイントをつけ

ておりましたので、その部分の事業が新しくやっておりませんので、その部分で

減っているという御理解をいただきたいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。６番、白幡委員。 

白幡委員 決算書の３２頁で、効果表の１６頁になりますけども、遠別高校の補助金とい

うことで、生徒数５８名なんですが、バス通学生の補助、どこの町から何名来て

いるのか教えてください。 

委員長 緒方教育次長。 

教育次長 バス通学生の内訳でございますが、天塩から５名、初山別から２名、羽幌から

３名、苫前、留萌、幌延、豊富から各１名ということになっております。以上で

す。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。７番山下委員。 

山下委員 決算書４２頁の効果表２０頁、これらの感染症の非課税世帯のお金の配布、こ

ちらは基本的に対象者全員に配布したということでよろしいんでしょうか。 

委員長 小林福祉課長。 

福祉課長 全員かというお話ですが、全員から申請をいただくことができませんでした。 

以上です。 

委員長 山下委員。 

山下委員 それはどれくらいの方、パーセントでいいんですけど、教えてください。 

委員長 小林福祉課長。 

福祉課長 おおむね５％の方から申請をいただいておりませんでした。 

委員長 山下委員。 

山下委員 これはＰＲと言いますか、そのお知らせが甘かったのか、それとも町外でどっ

かかに入院していてその期限内に申請書を出せなかったのか、どのような認識で

いらっしゃるか教えてください。 

委員長 小林福祉課長。 

福祉課長 対象になる方につきましては、こちらから郵送で通知を出させていただいたと

ころなんですが、その中で実際に住所はあるんだけれども入院されているだと

か、そういった方に電話連絡もしているんですけれども、なかなか１００％には

至らなかったということで理解します。以上です。 

委員長 ほかにございませんか。ございませんか。ないようですので、２款総務費を終

わります。暫時休憩します。１１時１５分まで。 

 休憩（１１：０６） 

再開（１１：１５） 

委員長 休憩を解き会議を再開します。３款民生費、４３頁から５５頁までの８頁であ

ります。質疑はありませんか。８番國部委員。 

國部委員 決算書の５０ページになるかと思うんですけれども、敬老会、あさってにでも

今年度の敬老会が開催されると思うんですが、この参加人数が、最近、減少傾向

にあるように感じておりまして、この参加人数、前年度と、もっと前のが分かれ

ば教えていただきたいと思います。 

委員長 坂川総務課長。 

総務課長 昨年の該当者につきましては、５８５名おりまして、出席者は１３４名となり

ました。出席率に関して言うと２２.９１％で、どのくらいまで遡って……。令

和２年、令和３年は、コロナで未開催になっておりました。その後、令和４年か

ら開催したのですが、令和４年で２４％、先ほど言った令和５年が２２％、令和

６年は、これからなのですが、今、２１％の参加となっています。それ以前、コ

ロナ前の令和元年以前については、３８％から４０％ほどの参加率となっていま

して、おっしゃるとおり、参加者につきましてはだんだん減少している状況にな

っています。これはコロナで外出しなくなったという要因も多少あるのかなとい

うふうに感じていますが、開催方法等、いろいろ工夫して、余興等で楽しめる方、

毎回違った方を呼ぶようにして、何とか参加していただけるような形を取ってい



るのですが、なかなか参加に結びついていないというところもありますので、方

法についてはいろいろ検討しながら開催したいというふうに考えております。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。ありませんか。ないようですので、

３款民生費を終わります。続きまして、４款衛生費から５款労働費まで、５５頁

から６２頁までの８頁です。ありませんか。８番國部委員。 

國部委員 決算書５６頁の委託料の部分です。各種検診の予算時の予算人数と、実際に実

施した人数を教えていただきたいと思います。 

委員長 小林課長。 

福祉課長 ５６頁ですね。がん検診の関係ですね。各種がん検診がございますが、予算時

と、それぞれ説明させていただきます。胃がん検診が９０に対して５８、肺がん

検診が１３０に対して１００、大腸がん検診が１２０に対して９７、子宮頸がん

検診については１３０に対して１１５、乳がん検診が１６０に対して１３７、前

立腺がんが６０に対して４０となっております。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。８番國部委員。 

國部委員 決算書の６２頁、労働費、外国人技能実習生受入対策協議会の実績と参加状況

を教えてください。 

委員長 小森経済課長。 

経済課長 令和５年度の実績なんですが、主に日本語教室を開催しております。４２回開

催いたしまして、延べ３４８人参加されております。それと、５年度初めての取

組なんですが、冬まつりの出展イベントにも、外国人、フォーだとかベトナム料

理を含めて６名の方が参加していただいております。内容については以上です。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ありませんか。なければ、４款衛生費から５款労働費までを終わります。続き

まして、６款農林水産費から８款土木費まで、６２頁から７４頁までの１３頁で

す。質疑はありませんか。８番國部委員。 

國部委員 決算書６６頁、林業費の委託料、これは繰越明許でやったと思うんですけど、

合板・製材・集成材生産向上・品目転換促進対策事業に関して、繰越明許で行っ

たと思うんですけど、これだけの大きい事業、効果表に載せるべきかなと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

委員長 小森経済課長。 

経済課長 繰越予算でしたので、効果表には添付していない状況でした。以上です。 

委員長 もう一度質問しますか。内容がちょっと。國部委員。 

國部委員 繰越予算で、予算書は予算計上のときは主要施策で出ていて、繰越しだから出

さないというのがちょっと理解できないので、例えば、３,２００万円の予算が

どこに着地したかとか、そういった部分での報告義務があると思うんですけど。 

委員長 富士原副町長。 

副町長 國部委員おっしゃるとおり、補正等で上げたときに主要施策で上げているもの

についても、本来であれば事業効果のほうに載せるべきだったのが抜けていて大

変申し訳ありません。今後そのようなことがないように気をつけていきますの

で、よろしくお願いいたします。 

委員長 よろしいですか。ほかに質問ございませんか。６番白幡委員。 

白幡委員 決算書の７３頁で、効果表の７４頁になろうかと思いますけれども、改修工事、

各工事費が出ていますけれども、例えば本町団地Ｓ５１、これに関して減価償却

費だとかは何年で見ているのか、教えてください。 

委員長 髙田建設課長。 

建設課長 公営住宅自体の耐用年数自体は、木造の場合は３０年ということになります。

ただ、使えるものについては、建て替えまではずっと修繕していくような形にな

りますので、減価償却という基本的な予算とかの関係の処理にはならないんです

けれども、建物管理上は、一応３０年以上経ったとしても使える場合は使ってい

くような感じで、建て替えが必要になったときは長寿命化計画の中で建て替えを



検討していくような形に整理しております。 

委員長 よろしいですか。白幡委員。 

白幡委員 この６３２万５,０００円の工事費というお金をかけているわけだから、その

分に対しても減価償却費というのは発生しますよね。それで、その分に対して何

年で償却していくのかということなんです。 

委員長 髙田課長。 

建設課長 基本的に、一般会計の中の公営住宅の管理ということになるんです。なので、

減価償却という考えは、ちょっと普通の事業と考え方が違うのかなと思うんで

す。それで、先ほど言ったとおり、耐用年数は基本的に３０年です。ただ、使え

る住宅については建て替えまでは管理していきますよということで、今、この５

１年の住宅なんですけれども、今回、屋根の張り替えをやっております。今まで

１回とかはやっているんですけれども、それまで１回とかしかやっていなくて、

雨漏りとかも発生してきているので、まだ建て替えの計画もないということで、

今回、屋根の張り替え工事をやったということで理解していただければなと思い

ます。 

委員長 よろしいですか。 

 （「いいです」との声あり） 

委員長 ほかにございませんか。山本委員、先ほどの質問はよろしいでしょうか。分か

りました。８番國部委員。 

國部委員 決算書６８頁、効果表の６３頁、備品購入費ということで、旧とんがりかんに

デジタルサイネージが入っていて、見に行ったときは何も映っていなかったと思

うんですけれども、この運用に関して、現状はどうなのかというのと、更新とい

うか、そのデータコンテンツを作る部署なり、委託なりというのはどうなってい

るのでしょうか。 

委員長 小森経済課長。 

経済課長 現在、サイネージのほう、１基設置させていただいていますが、当時、うちの

ほうの係で内容を投入というか、入れて運用しております。その後の更新という

のは、現在のところしていない状況です。以上です。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。７番山下委員。 

山下委員 効果表の５０頁で、決算書、多分６３頁になると思うんですけれども、地域政

策クラブ事業で、ＰＲのほうが出ていますけれども、試供品提供ということで、

この評判といいますか、そういった話などがあったら教えてください。 

委員長 小森経済課長。 

経済課長 この部分につきましては、管内と留萌振興局合同で行っております。東京のス

カイツリーのそば、ソラマチでイベントを実施しております。内容としては、北

吹雪、トマトジュースを販売しておりまして、好評といえば、多く人が集まると

ころでしたので、遠別を含めて管内の部分の周知ＰＲは行えたのではないかとい

うふうに考えております。 

委員長 山下委員。 

山下委員 これは、商品をただ置いておくだけみたいな感じなんですか。それとも、実際、

職員の方がいて、そこで試供を提供していったようなイベントなんでしょうか。 

委員長 経済課長。 

経済課長 遠別町は参加しておりません。基本、留萌振興局、道の職員がメインで行って

いる状況で、あと管内については、行ける町村については同行しているというよ

うな状況でございます。 

委員長 よろしいですか。 

 （「いいです」との声あり） 

委員長 ほかに質疑はございませんか。ありませんか。なければ、６款水産業費から８

款土木費まで終わります。続きまして、９款消防費から１０款教育費まで、７４

頁から８７頁までの１４頁です。 質疑はありませんか。８番國部委員。 

國部委員 今年度から新規事業でスクールソーシャルワーカーの派遣事業が始まってお



ります。初年度なので活動実態と、あとはどんな資格の方が来られたのかという

のをお聞かせいただきたいと思います。 

委員長 緒方教育次長。 

教育次長 まず、資格に関しては、社会福祉士と精神保健福祉士の資格を持っている方、

留萌のウェルアナザーデザインに所属されている方が遠別に月２回ずつ来られ

ています。実績としましては、小学校、中学校、それぞれ分かれておりますが、

相談件数で５７件、相談者数で８名。それから、中学校に行きますと、相談件数

が４６件、相談者数で４名という実績になっております。以上です。 

委員長 よろしいですか。國部委員。 

國部委員 個人情報に絡むので、詳しい話はあれなんですけど、この効果のところに問題

解決が図られたとあります。実際、こういった不登校の方がいて、それが解消さ

れたとか、そういった効果があったということでよろしいでしょうか。 

委員長 緒方教育次長。 

教育次長 國部委員おっしゃるとおり、不登校をはじめとしまして、スクールソーシャル

ワーカーの場合、家庭内の問題とかも、多少、相談の中にはありますので、それ

らの問題解決、継続しているものもありますが、解決したものも当然ございます。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。６番白幡委員。 

白幡委員 今の同じスクールソーシャルワーカー派遣事業のことなんですけど、小学校、

中学校、同じ委託費になっているんですが、これはどういう内容でというか、生

徒数でカウントしているのか。何で同じ金額なのか、ちょっと教えてください。 

委員長 緒方教育次長。 

教育次長 先ほども申し上げましたように、留萌の会社のほうから月２回、こちらのほう

に、遠別町のほうに入ってきております。それは小学校も中学校も同じ回数入っ

てきておりますので、それに関する費用というか、人件費というか、その計算で、

小も中も同じ金額となっております。 

委員長 よろしいですか。白幡委員。 

白幡委員 問題を抱えている生徒数の数じゃなくて、ただ単に月２回ということで同じ金

額なんですか。 

委員長 教育次長。 

教育次長 生徒の数、単価とかではなくて、あくまでも２回の同じ時間数、小も中も同じ

時間の同じ回数入ってきておりますので、それに対する代金というふうに考えて

おります。 

委員長 ほかにございませんか。５番山本委員。 

山本委員 関連なんですけど、今、不登校児が全国で５０万人超えた。年々増えています

よね。遠別町においても、やはり不登校児は増えているのかなと思います。不登

校児の定義、何十日以上学校に行かない人を不登校児と言うのか、ちょっと聞き

ます。 

委員長 教育次長。 

教育次長 ３０日を基準として不登校ということになっております。 

委員長 よろしいですか。山本委員。 

山本委員 それは３０日を超えたら、校長を通して、留萌振興局の義務教育指導班に連絡

してやっている認識でよろしいですか。 

委員長 緒方次長。 

教育次長 はい、そのとおりでございます。 

 （「分かりました」との声あり） 

委員長 ほかにございませんか。ありませんか。なければ、９款消防費から１０款教育

費までを終わります。続きまして、１１款災害復旧費から１５款予備費まで、８

７頁から９０頁までの４頁です。質疑はありませんか。ございませんか。ないよ

うですので、次に進んでよろしいでしょうか。なければ、１１款災害復旧費から

１５款予備費までを終わります。続きまして、歳出全般について質疑を受けます。

８番國部委員。 



國部委員 効果表の６頁になるんですけれども、まちづくり応援寄附に要する経費という

ことで決算をいただいております。これは去年言わせていただいて、予算では主

要施策の説明の６頁に同様な表があって、今回提出いただいたわけですけれど

も、この予算から、多少、基金繰入れが変わっている部分がありまして、事業の

決算によるものだとは思うんですけれども、例えば、この事業に関しては何割が

まちづくり応援寄附を充てるですとか、半分なのか、幾ら金額なのか、いろいろ

そういった政策的な支出だと思うんですけれども、これが当初の予算から割合的

にも変わっている部分があって、どういう基準で変わっているのか。本来、あま

り割合なり、変えるべきものではないのかなとは思うんですけれども、その辺の

考え方をお伺いしたいと思います。 

委員長 坂川総務課長。 

総務課長 まず、基金の充当につきましては、当然、当初予算なり、補正予算なりで充当

する財源として計上すべきものでありまして、それに基づいて事業費が確定した

段階で増減、増はなかなかないですけれども、減額が主なんですが、中には財源

として確保できている部分もありますので、当初予定していなかったものとかに

も、当然、充当することもあります。ただ、そこの中で、委員の質問の中では具

体的には出ていなかったのですが、予算措置、財源補正をしていないものにも充

当されているものがこの中にあります。そこに関しては、当然、補正予算または

専決処分のときには財源補正すべきものであると考えていますので、今回、質問

の中の話とは若干ずれるかもしれないのですが、そういった措置をしながら基金

の充当をしていくというものになります。 

委員長 よろしいですか。國部委員。 

國部委員 例えば、中学校指定物品支給対象補助金に関しては、予算上では４５万６,０

００円の、まちづくりを約半分の２３万充てようという話で予算は取っておりま

す。決算になって、結局、これが３６万で収まって、ただ、予算で、当初半分ぐ

らいを見ましょうという話だったのが、３６万のうち３０万を見ているという、

こういう増額があって、この考え方が、当初とぶれていて、この政策的な予算を

そんな簡単に充てるといったらあれですけれども、べきではないのかなというふ

うにはちょっと考えているところであります。充てれるからいいやというわけで

はないんでしょうけれども、充てた考え方を再度お伺いしたいと思います。先ほ

どの補正が漏れていたという部分に関しては聞いております。 

委員長 坂川総務課長。 

総務課長 申し訳ございません。まず、基金の充当に関しては、別に１,０００円単位ま

で充てられないわけじゃないので、全額対象であれば全額という考え方も当然で

きるんですが、予算上の中で、全額じゃなくても一部充当という考えもございま

すので、当初の段階では、先ほどの補助教材の関係であれば半分程度というふう

に考えたんですけれども、全体の中を通して、充当財源としてもう少し充当でき

るということであれば、先ほども申しましたが、補正予算等で増やすという作業

が本来必要な問題でございます。勝手に好きなように充当するというのはござい

ませんので、その辺は今後の取扱いとしてきちんと予算化をできるように、する

ようにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。６番白幡委員。。 

白幡委員 決算書の１７４頁で、出資による権利のことなんですけど、旭川営林支局の緑

のオーナー制度の中身がどういうものなのか。それと、何年に出資しているのか、

教えてください。あ、分かりました次。 

委員長 ほかにございませんか。ありませんか。ないようですので、以上で歳出を終わ

ります。昼食のため、暫時休憩をします。１３時１５分までです。 

 休憩（１１：４６） 

再開（１３：１５） 

委員長 休憩を解き、午前中に引き続き会議を再開いたします。歳入についても、款を

合わせて行います。１款町税から５款株式等譲渡所得割交付金まで、１頁から５



頁までの５頁です。質疑はありませんか。ございませんか。ないようですので、

１款町税から５款株式等譲渡所得割交付金までを終わります。次に、６款法人事

業税交付金から１２款分担金及び負担金まで、５頁から９頁までの５頁です。質

疑はございませんか。ないようですので、６款法人事業税交付金から１２款分担

金及び負担金までを終わります。続きまして、１３款使用料及び手数料、１４款

国庫支出金、９頁から１６頁までの８頁です。質疑はございませんか。８番國部

委員。 

國部委員 １１頁、住宅使用料に関して、先ほど公営住宅の空き室が２４部屋というのは

お伺いましたが、去年もこの話をさせていただいて、見なし特公賃とか、そうい

った対応を予定しているということを伺いました。それの効果といいますか、成

果は。空き室対策になったかということをお伺いしたいと思います。 

委員長  髙田建設課長。 

建設課長 見なし特公賃については、昨年度、２戸追加しております。現在、２戸とも居

住されておりますので、効果はあったのかなと考えております。また、随時募集

についても昨年度から行っているのですけれども、少しずつですけれども、何件

かは入るようにはなっているので、効果はあるのかなと考えております。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。ありませんか。ないようでございま

すので、１３款使用料及び手数料、１４款国庫支出金を終わります。続きまして、

１５款道支出金から１６款財産収入まで、１７頁から２２頁までの６頁です。質

疑はございませんか。ございませんか。ないようですので、１５款道支出金から

１６款財産収入までを終わります。次に、１７款寄附金から２１款町債まで、２

２頁から３０頁までの９頁です。質疑はございませんか。ないようですので、１

７款寄附金から２１款町債までを終わります。以上で、款ごとの質疑を終了し、

歳入全般について質疑を受けます。ありませんか。ないようですので、以上で歳

入を終わります。 

委員長 次に、一般会計財産に関する調書について質疑を受けます。６番白幡委員。 

白幡委員 決算書の１７４頁、出資による権利ということで、旭川営林支局森のオーナー

制度のことについて聞きたいのですが、どのようなオーナー制度なのか。それと

何年に出資しているのか、教えていただきたいと思います。 

委員長 坂川総務課長。 

総務課長 内容について、営林署のほうから国有林の必要面積を町のほうで出資をして、

その面積の森林を管理してもらう制度でございます。この出資につきましては、

平成６年の３月に契約をいたしまして、期間が平成４１年、令和１１年３月まで

の期間を国有林の管理をしてもらうというような内容になります。 

委員長 よろしいですか。白幡委員。 

白幡委員 この中身を詳しく知りたいのですが、これオーナーになって、やはり何か物を

得るという解釈でいいのですか。 

委員長 坂川総務課長。 

総務課長 すみません、ちょっと言葉が足りなかったです。国有林の一部の面積を、遠別

町の森林として管理してもらうというような契約で、最終的に、その面積の部分

に立っている木を伐採しまして、その分の収益が町に入ってくるというような内

容になります。 

委員長 暫時休憩します。 

 休憩（１３：２５） 

再開（１３：２９） 

委員長 休憩を解き、会議を再開します。総務課長。 

総務課長 これは、国有林の有効活用という部分もありまして、遠別町のほうで、期間と

しては３５年間、分収林として管理をしていただいて、最終的に立ち木を伐採し

た収益が一部町のほうに入ってくるというものになります。 

委員長 よろしいですか。 

 （「分かりました」との声あり） 



委員長 ほかにございませんか。ないようですので、以上で、一般会計、財産に関する

調書の質疑は終わります。次に、認定第１号令和５年度遠別町一般会計決算全般

について、総括質疑を受けます。８番國部委員。 

國部委員 一般会計全般にはなるんですが、ちょっとここでのあれかは分かんないですけ

ど、どこで聞けばいいか分かんなかったので、ちょっとお伺いします。成果説明

書の２９頁、令和５年度の起債額がまとめられております。従来より、過疎対策

事業債は７割交付税措置ですよというふうに聞いておりますが、トータル、ほか

の土木債とか農林水産業債とか、どういった交付税の対象になるのかお知らせい

ただきたいと思います。 

委員長 坂川総務課長。 

総務課長 過疎債は７割ということで存じられていることかと思いますが、上から順にち

ょっと説明しますと、農林水産業債の町有林につきましては交付税額ございませ

ん。次の草地畜産基盤整備事業債というのは、公共事業等整備事業になりますの

で、充当９０％のうち５０％の交付税措置がされます。２９０万が９０％の借入

額になりますので、それの５０％というふうに考えていただければいいと思いま

す。次の中央明渠排水につきましては、これは、緊急自然災害防止債という起債

の対象になりますので、交付税の７割、過疎債と同じように７割の交付税措置、

それから、次の河川維持管理事業債につきましては、緊急しゅんせつ推進事業債

というのがありまして、それについても７割、災害復旧事業債につきましては９

５％の措置がされると。ちょっと年度によって若干措置率が変わるんですが、今、

現年度分のはずですので、その措置額で間違いないと思います。 

委員長 よろしいですか。（「臨時財政対策債」との声あり）坂川総務課長。 

総務課長 臨時財政対策債については全額です。 

委員長 ８番國部委員。 

國部委員 つまり、令和５年度に起債しているのが１９億３,０００万円余りということ

ですが、実際に町の負担として、これから負担となるのが、計算すると５億８,

１８３万５,０００円、今、計算したんですけど、５億８,０００万円余りという

認識でよろしいですね。 

委員長 総務課長。 

総務課長 計算上ちょっと私もしていないんですが、そういった認識で問題ないと思いま

す。なるべく過疎債が全て充当できるわけじゃないので、いろんな交付税の措置

がある有利な起債を借りながら事業を進めているということで御理解いただき

たいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。ありませんか。ないようですので、

以上で、認定第１号令和５年度遠別町一般会計決算全般についての総括質疑は終

わります。 

委員長 次に、認定第２号令和５年度遠別町国民健康保険特別会計について、歳出から

行います。１款総務費、２款保険給付費、９８頁から１０３頁までの６頁です。

質疑はありませんか。ないようですので、３款国民健康保険事業費納付金から９

款諸支出金まで、１０３頁から１０８頁までの６頁です。質疑はありませんか。

ございませんか。ないようですので、以上で歳出を終わります。続いて、歳入に

ついて、１款国民健康保険税から７款諸収入まで、９２頁から９７頁まで、一括

で質疑を行います。ございませんか。ありませんか。ないようですので、以上で

歳入を終わります。次に、国民健康保険特別会計、財産に関する調書について、

質疑を受けます。ございませんか。ないようですので、以上で、国民健康保険税

特別会計、財産に関する調書の質疑は終わります。次に、認定第２号令和５年度

遠別町国民健康保険特別会計決算全般について、総括質疑を受けます。ございま

せんか。ないようですので、以上で、認定第２号令和５年度遠別町国民健康保険

特別会計決算全般についての総括質疑は終わります。 

委員長 次に、認定第３号令和５年度遠別町後期高齢者医療特別会計について、歳出か

ら行います。１款総務費から３款諸支出金、１１３頁から１１４頁まで、一括で



質疑を受けます。ございませんか。ないようですので、以上で歳出を終わります。 

続いて、歳入について、１款後期高齢者医療保険料から、４款諸収入まで、１１

０頁から１１２頁まで、一括で質疑を受けます。ございませんか。ないようです

ので、以上で歳入を終わります。次に、認定第３号令和５年度遠別町後期高齢者

医療特別会計決算全般について、総括質疑を受けます。ございませんか。ないよ

うですので、以上で、認定第３号令和５年度遠別町後期高齢者医療特別会計決算

全般についての総括質疑は終わります。 

委員長 次に、認定第４号令和５年度遠別町簡易水道特別会計について、歳出から行い

ます。１款衛生費から２款公債費まで、１２０頁から１２３頁まで、一括で質疑

を受けます。６番白幡委員。 

白幡委員 決算書の１２２頁で、効果表の９５頁、量水器工事２４０か所、令和５年度末

でいいんですが、町内に何か所の量水器が設置されているか教えてください。 

委員長 建設課長髙田博之君。 

建設課長 町内全体で１,６２０か所程度となっております。 

委員長 白幡委員。 

白幡委員 １,６２０か所のうちに、もうここには住んでないよ、住めないよという箇所

についての扱い方というのはどのようにしているのか教えてください。 

委員長 建設課長。 

建設課長 本当によっぽど住めないだろうというところについては、使用年限過ぎたもの

の更新はしていないので、再度その状態で使用される場合は取り替えるような形

の対応を取っております。 

委員長 よろしいですか。 

 （「はい」との声あり） 

委員長 ほかにございませんか。ありませんか。ないようですので、以上で、歳出を終

わります。続いて、歳入について、１款使用料及び手数料から５款町債まで、１

１６頁から１１９頁まで、一括で質疑を行います。ございませんか。ないようで

すので、以上で、歳入を終わります。次に、簡易水道特別会計、財産に関する調

書について、質疑を受けます。ございませんか。ないようでありますので、以上

で、簡易水道特別会計、財産に関する調書の質疑は終わります。次に、認定第４

号令和５年度遠別町簡易水道特別会計決算全般について、総括質疑を受けます。

ございませんか。ないようでありますので、以上で、認定第４号令和５年度遠別

町簡易水道特別会計決算全般についての総括質疑を終わります。 

委員長 次に、認定第５号令和５年度遠別町下水道特別会計について、歳出から行いま

す。１款下水道費から２款公債費、１３０頁から１３３頁まで、一括で質疑を受

けます。８番國部委員。 

國部委員 決算書の１３２頁、効果表の９７頁、特定環境保全公共下水道事業の公営企業

会計適用事業でありますけれども、こちらは天塩町との共同実施というのは認識

しておりますが、予算上、当初全くの折半だったところ、決算上では遠別町のほ

うがやや多く負担しているように思いますが、それの理由をお願いします。 

委員長 髙田建設課長。 

建設課長 こちらにつきましては、個別排水処理事業ということで、市街地外の区域、遠

別町は個別排水、浄化槽を設置している区域があります。その分の事業が一応そ

の一つの事業ということになりますので、特定環境保全事業と個別排水事業とい

うことで、遠別町のほうが少し多くなっている形になっております。 

委員長 よろしいですか。８番國部委員。 

國部委員 それは予算上で分からなかった点なんでしょうか。 

委員長 髙田課長。 

建設課長 当初、折半で行けるだろうということでちょっと予算を見ていたんですけど

も、実際見積りというか、入札書を頂いて、その後、内訳書を頂いた中では、個

別になりますよということで、そのような結果になっております。 



委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。６番白幡委員。 

白幡委員 効果表の９７頁の環境カメラ調査業務、令和５年度の計画１,８００メートル

となっているんですが、これ町内何千メーターに既設にされているのか教えてく

ださい。 

委員長 髙田建設課長。 

建設課長 全体で１６.５キロでございます。 

委員長 白幡委員。 

白幡委員 全体で１６.５キロということで、何年でこれ一回りする予定ですか。 

委員長 建設課長。 

建設課長 一応１０年程度ということで考えております。 

委員長 ほかにございませんか。ありませんか。ないようでありますので、以上で、歳

出を終わります。続いて、歳入について、１款分担金及び負担金から７款町債、

１２５頁から１２９頁まで、一括質疑を受けます。ございませんか。ないようで

ありますので、以上で歳入を終わります。次に、下水道特別会計、財産に関する

調書について質疑を受けます。ございませんか。なければ、以上で、下水道特別

会計、財産に関する調書の質疑は終わります。次に、認定第５号令和５年度遠別

町下水道特別会計決算全般について、総括質疑を受けます。ございませんか。な

いようでありますので、以上で、認定第５号令和５年度遠別下水道特別会計全般

についての総括質疑を終わります。暫時休憩します。２時１０分まで。 

 休憩（１３：５６） 

再開（１４：１０） 

委員長 休憩を解き、会議を進めてまいります。次に、認定第６号令和５年度遠別町介

護保険特別会計について、事業勘定ごとに行います。保険事業勘定の歳出につい

て、１款総務費から６款諸支出金、１４５頁から１５９頁まで、一括で質疑を受

けます。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないということでありますので、以上で、保険事業勘定の歳出を終わります。 

続いて、保険事業勘定の歳入について、１款保険料から８款諸収入、１３５頁か

ら１４４頁まで、一括で質疑を行います。ございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないということでありますので、以上で、保険事業勘定の歳入を終わります。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳出について、１款総務費、２款サービス事

業費、１６３頁と１６４頁の２頁、一括で質疑を受けます。ございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないようでありますので、以上で介護サービス事業勘定の歳出を終わります。 

続いて、介護サービス事業勘定の歳入について、１款サービス収入から４款諸収

入、１６１頁と１６２頁の２頁、一括で質疑を受けます。ございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないようでありますので、以上で、介護サービス事業勘定の歳入を終わります。 

次に、介護保険特別会計、財産に関する調書について、質疑を受けます。ござい

ませんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 なければ、以上で、介護保険特別会計財産に関する調書の質疑は終わります。 

 次に、認定第６号令和５年度遠別町介護保険特別会計決算全般について、総

括質疑を受けます。ございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないようでありますので、以上で、認定第６号令和５年度遠別町介護保険特別

会計決算全般についての総括質疑は終わります。 

委員長 次に、認定第７号令和５年度遠別町立病院事業会計について行いますが、診療

所事務長、齊藤晶夫君からから発言を求められておりますので、これを許します。



診療所事務長、齊藤晶夫君。 

診療所事務長 ６月議会定例会の行政報告におきまして、令和５年度国保病院事業会計の決算

額を１,２７９万１,０００円の赤字と報告しておりましたが、決算審査での御指

摘により、資産減耗費の薬品費の部分につきまして記載誤りがあり、１,２７７

万４,０００円の赤字に修正となりました。大変申し訳ございませんでした。 

委員長 よろしいでしょうか。それでは進めてまいります。令和５年度遠別町立国保病

院事業会計決算審査に係る監査委員の意見書について、質疑を受けます。ありま

せんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないようですので、以上で、監査委員の審査意見についての質疑は終わります。 

 次に、認定第７号令和５年度遠別町立国保病院事業会計について、収益的収

入及び支出について、一括で質疑を受けます。ございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないようでございますので、以上で、収益的収入及び支出についての質疑を終

わります。続いて、資本的収入及び支出について、一括で質疑を受けます。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないという意見がございました。以上で、資本的収入及び支出についての質疑

を終わります。次に、認定第７号令和５年度遠別町立国保病院事業会計決算全般

について、総括質疑を受けます。ございませんか。 

 （「なし」との声あり） 

委員長 ないようでございますので、以上で、認定第７号令和５年度遠別町立国保病院

事業会計決算全般についての総括質疑は終わります。 

委員長 以上をもって、認定第１号、第２号、第３号、第４号、第５号、第６号及び第

７号に係る審査は全て終了いたしました。これより委員会としての結論を出すこ

とになりますので、説明員の方々の退席を求めます。暫時休憩します。 

 休憩（１４：１９） 

再開（１４：２１） 

委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。ただいまから、委員会としての結論を出

します。認定第１号令和５年度遠別町一般会計歳入歳出決算認定について、お諮

りいたします。本案は、討論省略、採決してよろしいですか。 

 （「異議なし」との声あり） 

委員長 異議なしと認め、採決を行います。認定第１号令和５年度遠別町一般会計歳入

歳出決算認定について、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

 （全員起立） 

委員長 起立全員であります。したがって、認定第１号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。認定第２号令和５年度遠別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について、お諮りいたします。本案は、討論省略、採決してよろしいですか。 

 （「異議なし」との声あり） 

委員長 異議なしと認め、採決を行います。認定第２号令和６年度遠別町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

 （全員起立） 

委員長 起立全員であります。したがって、認定第２号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。続きまして、認定第３号令和５年度遠別町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について、お諮りいたします。本案は、討論省略、採決して

よろしいですか。 

 （「異議なし」との声あり） 

委員長 異議なしと認め、採決を行います。認定第３号令和５年度遠別町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定することに賛成の諸君



の起立を求めます。 

 （全員起立） 

委員長 起立全員であります。したがって、認定第３号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。認定第４号令和５年度遠別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

について、お諮りいたします。本案は、討論省略、採決してよろしいですか。 

 （「異議なし」との声あり） 

委員長 異議なしと認め、採決を行います。認定第４号令和５年度遠別町簡易水道特別

会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

 （全員起立） 

委員長 起立全員であります。したがって、認定第４号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。認定第５号令和５年度遠別町下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、お諮りいたします。本案は、討論省略、採決してよろしいですか。 

 （「異議なし」との声あり） 

委員長 異議なしと認め、採決を行います。認定第５号令和５年度遠別町下水道特別会

計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

 （全員起立） 

委員長 起立全員であります。したがって、認定第５号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。認定第６号令和５年度遠別町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について、お諮りいたします。本案は、討論省略、採決してよろしいですか。 

 （「異議なし」との声あり） 

委員長 異議なしと認め、採決を行います。認定第６号令和５年度遠別町介護保険特別

会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

 （全員起立） 

委員長 起立全員であります。したがって、認定第６号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。認定第７号令和５年度遠別町立国保病院事業会計決算認定につい

て、お諮りいたします。本案は、討論省略、採決してよろしいですか。 

 （「異議なし」との声あり） 

委員長 異議なしと認め、採決を行います。認定第７号令和５年度遠別町立国保病院事

業会計決算認定について、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

 （全員起立） 

委員長 起立全員であります。したがって、認定第７号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

委員長 以上をもちまして、本特別委員会に付託されました案件の審議は全部終了いた

しました。これをもちまして、令和５年度遠別町各会計決算審査特別委員会を閉

会いたします。御苦労さまでした。 

 


